
 
 

【簡易チェック】 

□ 説明が上司の言い回し

に依存している 

□ 根拠が印象になりがち

で、事実に戻せない 

□ 面談の要点が残ってお

らず、後から確認できない 
 
◆記録は“守り”だけでなく、

判断を安定させる土台 
最低限、①時系列メモ ②

面談メモ（日時・参加者・要

点・合意事項）③判断メモ（事

実／ルール／理由）を残す

と、判断の再現性が上がり、

やり直しが減ります。 
社労士法人では、個別状況

に応じて「何を残すと説明が

安定するか」「どこがリスク

になりやすいか」といった観

点から、整理の仕方を助言し

ます。 
※2026 年 4 月以降は、社

労士法人として労務分野の

ご相談を中心に対応し、必要

に応じて株式会社HCMとも

連携します。 
 
【簡易チェック】 
□ 判断理由を「事実」と「ル

ール」に分けて説明できる 
□ 例外対応の理由と経緯を

残している 
□ 記録が担当者の頭の中に

しかない（引継ぎで断絶す

る） 
 

３月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

 
10 日 
○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 
○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞ 
［公共職業安定所］ 

 
16 日 
○ 個人の青色申告承認申請

書の提出＜新規適用のも

の＞［税務署］ 
○ 個人の道府県民税および

市町村民税の申告［市区

町村］ 
○ 贈与税の申告期限＜昨年

度分＞［税務署］ 
○ 所得税の確定申告期限

［税務署］ 
○ 確定申告税額の延納の届

出書の提出［税務署］ 
 
31 日 
○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 
○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者で

ない場合）＜雇入れ・離職

の翌月末日＞ 
［公共職業安定所］ 

 

ＨＣＭよりひと言 

年度末は、評価結果の説

明・処遇改定・異動内示など

「人に関する判断」が一気に

増える時期です。現場の負荷

が高いほど、判断が感覚や前

例に寄り、説明も毎回つらく

なりがちです。だからこそ、

このタイミングで“制度を変

える／変えない”より先に、

「何を判断したいのか（目

的）」「どう説明できる形で

残すか（事実・ルール・手

順）」の 2点を短く揃えるだ

けでも、迷いは減らせます。 

とくに評価は、結論そのも

のより「どう考えてその結論

に至ったか」を共有できるか

が肝です。面談メモや時系列

の整理といった“最低限の記

録”があるだけで、説明は安

定し、例外対応も振り返りや

すくなります。来期の運用を

軽くする意味でも、3 月のう

ちに「残すもの」「揃える順

番」を決めておくのがおすす

めです。 

4 月以降は、株式会社 HCM

（人的資本・組織）と社労士

法人（労務）が、それぞれの

専門性で役割を明確にしつ

つ、必要に応じて連携してい

く予定です。気になる点があ

れば、メール返信だけでもお

気軽にご連絡ください。 

なり、期待する行動・成果の

議論が薄い 

 

複数当てはまる場合は、

制度を動かす前に「何を判

断したいのか」を短く言葉

にするだけで、議論が前に

進みやすくなります。 
 

◆「今は決めない」という

経営判断 

 すべてを今決め切らず、

「保留する論点」と「次に決

める条件（いつ・何が揃った

ら）」をセットで共有する

と、迷いが減ります。 

たとえば、役割・等級の整

理や運用（面談・フィードバ

ック）の標準化が先の場合、

先に“土台”を整えることが

結果的に近道になります。 

また、制度改定を急ぐほ

ど、現場は“評価のための作

業”に追われがちです。まず

は面談の観点やコメントの

粒度を揃えるなど、運用の

標準化から入るほうが効果

が出る場合もあります。 

 

【簡易チェック】 

□ 議論が堂々巡りで、目的

が揃っていない 

□ 今変えると現場が回ら

 

ない感覚が強い（運用負荷

が高い） 

□ 役割・等級や運用の前提

が未整理 
 
評価・処遇の説明が重く

なる時期に整えたい「説

明の筋」と「記録」 
 
◆揉めるポイントは「結論」

より「説明の筋」 
評価・処遇は、結論より「ど

う考えてその結論に至った

か」が曖昧なときに揉めやす

くなります。年度末は異動・

評価・処遇改定が重なり、説

明が重くなりがちです。 
説明は「事実／ルール（就

業規則・運用基準）／手順（面

談・通知等）」の 3 点を揃え

るだけで安定し、説明が“説

得”ではなく“納得”に近づ

きます。 
ポイントは、説明の前に

「事実（いつ・誰が・何を）」

を短く時系列で揃えること

です。事実が揃うと、就業規

則や運用基準に照らした判

断がしやすくなり、説明が感

情論に引っ張られにくくな

ります。 
 
 
 

評価制度を触る前に考え

るべきこと 
 

◆評価制度がうまく機能し

ない理由 

評価制度の見直しは避け

て通れない一方、項目や配

点を変えても「納得感がな

い」「運用が続かない」と

感じるケースは少なくあり

ません。 

多くの場合、先に必要な

のは制度の“形”ではな

く、評価で「何を判断し、

何を増やすか」という経営

の意図を揃えることです。

評価制度は判断基準の明文

化です。 

例えば「成果をどう評価

するか」だけでなく、「期

待する行動（プロセス）を

どの程度重視するか」「例

外を認める条件は何か」を

先に揃えると、評価者間の

ブレが減り、説明も一段ラ

クになります。 

 

【簡易チェック】 

□ 目的が「給与」以外で言

語化されていない 

□ 評価が育成・配置・登用

など次の判断に使われてい

ない 

□ 「公平性」だけが争点に

自社に合った“優秀な人材の確保と定着”のことなら 
 

（株）HCM人的資本コンサルティング 
連絡先：〒103-0023 

東京都中央区日本橋本町 3-3-6 ワカ末ビル 7 階 
電 話：03-6202-7519 e-mail：hcm-info@hcm.co.jp 
URL：https://www.hcm.co.jp/  
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